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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

特
定
受
給
資
格
者
に
係
る
雇
用
保
険
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
と
し
て
、
受
給
資

格
に
係
る
離
職
の
日
が
令
和
二
年
五
月
一
日
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
又

は
同
居
の
親
族
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二

年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
病
原
体
に
感
染
し
た
場
合
に
重
症
化
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
患
を
有
す
る

こ
と
そ
の
他
の
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
理
由
を
暫
定
的
に
規
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日
等

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
一
条
の
四
の
規
定

は
、
令
和
二
年
五
月
一
日
以
降
に
離
職
し
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
。


